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別紙２

老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準の改正案

１ 老人医科診療報酬点数表

項 目 現 行 改 正 案

第１章

老人基本診療料

第１部

老人初・再診料

第１節 老人初診料

老人初診料

（点数の見直し） イ 病院の場合 ２５０点 ２５５点

ロ 診療所の場合 ２７０点 ２７４点

第２節 老人再診料

老人外来診療料

（点数の見直し） ６８点 ７２点

（注の変更：包括範囲の拡大） 注２ 第２章第３部検査及び第９部処置のうち次 注２ 第２章第３部検査及び第９部処置のうち次

に掲げるものは、老人外来診療料に含まれる に掲げるものは、老人外来診療料に含まれる

ものとする。 ものとする。

イ 尿中一般物質定性半定量検査 イ 尿検査
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ロ 尿沈渣顕微鏡検査 医科点数表区分番号Ｄ０００からＤ０

ハ 糞便検査 ０２までに掲げるもの

潜血反応検査 ロ 糞便検査

ニ 血液形態・機能検査 医科点数表区分番号Ｄ００３に掲げる

赤血球沈降速度測定、末梢血液一般検 もの

査、末梢血液像 ハ 血液形態・機能検査

ホ～ツ （略） 医科点数表区分番号Ｄ００５（１７骨

髄像を除く。）に掲げるもの

ニ～ソ （略）

第２部

老人入院料等

第１節 老人入院基本料

老人療養病棟入院基本料（１日につ

き）

（項目の削除） 老人療養病棟入院基本料

イ 老人入院基本料１ １，１５１点 イ 老人入院基本料１ １，１５１点

ロ 老人入院基本料２ １，０８０点 ロ 老人入院基本料２ １，０８０点

ハ 老人入院基本料３ １，０４０点

ニ 老人入院基本料４ １，１４７点

ホ 老人入院基本料５ １，０７２点

ヘ 老人入院基本料６ １，０１９点

ト 老人入院基本料７ ９８４点
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老人病棟老人入院基本料（１日につ

き）

（項目の削除） 老人病棟老人入院基本料 （削除）

イ 老人入院基本料１ １，１５３点

ロ 老人入院基本料２ １，０７８点

ハ 老人入院基本料３ １，０２５点

ニ 老人入院基本料４ ９９０点

ホ 老人入院基本料５ ８６０点

注１ 病院の老人病棟（主として老人慢性疾患の

患者を入院させる病室を有する病院の病棟そ

の他の病棟をいう。）であって、看護配置、

看護師比率その他の事項につき別に厚生労働

大臣が定める基準に適合しているものとして

保険医療機関が都道府県知事に届け出た病棟

に入院している患者（第３節の老人特定入院

料を算定する患者を除く。）について、当該

基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を

算定する。

２ 注１に規定する病棟以外の老人病棟につい

ては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

しているものとして都道府県知事に届け出た

場合に限り、当該病棟に入院している患者（

第３節の老人特定入院料を算定する患者を除

く。）について、老人特別入院基本料として
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、次に掲げる点数を算定できる。

老人特別入院基本料 ７３７点

３ 老人病棟老人入院基本料を算定している患

者に対して行った検査、投薬、注射並びに別

に厚生労働大臣が定める画像診断、リハビリ

テーション及び処置の費用（フィルムの費用

を含む。）は、当該老人入院基本料に含まれ

るものとする。ただし、別に厚生労働大臣が

定める注射薬の費用を除く。

４ 当該病棟においては、第２節の老人入院基

本料等加算のうち、次に掲げる加算について

、同節に規定する算定要件を満たす場合に算

定できる。

イ 在宅患者応急入院診療加算

ロ 診療録管理体制加算

ハ 難病等特別入院診療加算（難病患者等入

院診療加算に限る。）

ニ 夜間勤務等看護加算

ホ 地域加算

ヘ ＨＩＶ感染者療養環境特別加算

ト 重症皮膚潰瘍管理加算
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老人有床診療所入院基本料（１日に

つき）

（注の新設） （新設） 注３ 医師の配置その他の事項につき別に厚生労

※有床診療所における入院医療 働大臣が定める施設基準に適合するものとし

の評価 て地方社会保険事務局長に届け出た診療所で

ある保険医療機関に入院している患者（入院

基本料１を現に算定している患者に限る。）

については、１日につき所定点数に４０点を

加算する。

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない 注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな

場合は、当該基準に係る区分に従い、当該基準 い場合は、当該基準に係る区分に従い、当該

に係る患者について、次に掲げる点数を本節に 基準に係る患者について、次に掲げる点数を

掲げる各老人入院基本料（老人特別入院基本料 本節に掲げる各老人入院基本料（老人特別入

及び老人特定入院基本料を含む。）の所定点数 院基本料及び老人特定入院基本料を含む。）

から減算する。 の所定点数から減算する。

イ 入院診療計画未実施減算（入院中１回） イ 入院診療計画未実施減算（入院中１回）

３５０点 ３５０点

ロ 院内感染防止対策未実施減算（１日につ ロ 院内感染防止対策未実施減算（１日につ

き） ５点 き） ５点

ハ 医療安全管理体制未整備減算（１日につ ハ 医療安全管理体制未整備減算（１日につ

き） １０点 き） １０点

ニ 褥瘡対策未実施減算（１日につき） ５点 ニ 褥瘡対策未実施減算（１日につき）５点
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（注の追加） （新設） ２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方社会保険事務局長に

届け出た保険医療機関に入院している患者に

ついて、必要があって褥瘡管理が行われた場

合に、褥瘡患者管理加算として入院中１回に

限り、本節に掲げる各老人入院基本料（老人

特別入院基本料及び老人特定入院基本料を含

む。）の所定点数に２０点を加算する。

第２節 老人入院基本料等加算

（区分の追加） １～３０ （略） １～５ （略）

６ 臨床研修病院入院診療加算

７～１８ （略）

１９ 離島加算

２０～３２ （略）

第３節 老人特定入院料

老人性痴呆疾患治療病棟入院料（１

日につき）

（項目の分割） １，２９０点 イ 老人性痴呆疾患治療病棟入院料１

※老人性痴呆疾患患者に対する １，２９０点

治療の充実 ロ 老人性痴呆疾患治療病棟入院料２

１，１６０点
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（注の変更） 注２ 当該患者の入院期間が９０日を超えた場合 注２ 当該病棟の入院患者の入院期間が９０日を

※老人性痴呆疾患患者に対する については、１日につき１１０点を所定点数 超えた場合については、次に掲げる点数を１

治療の充実 から減算する。 日につきそれぞれ所定点数から減算する。

イ 老人性痴呆疾患治療病棟入院料１

１１０点

ロ 老人性痴呆疾患治療病棟入院料２

３０点

（区分の新設） （新設） ハイケアユニット入院医療管理料

※ハイケアユニットの評価 注 医科点数表のハイケアユニット入院医療管理

料の例により算定する。この場合において、ハ

イケアユニット入院医療管理料の注中「第１章

基本診療料」とあるのは「第１章一般的医療に

係る老人基本診療料」と、「入院基本料」とあ

るのは「老人入院基本料」と、「入院基本料等

加算」とあるのは「老人入院基本料等加算」と

、それぞれ読み替えるものとする。

（区分の新設） （新設） 亜急性期入院医療管理料

※回復期入院医療の評価 注 医科点数表の亜急性期入院医療管理料の例に

より算定する。
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注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない 注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな

場合は、当該基準に係る区分に従い、当該基準 い場合は、当該基準に係る区分に従い、当該

に係る患者について、次に掲げる点数を本節に 基準に係る患者について、次に掲げる点数を

掲げる各老人特定入院料の所定点数から減算す 本節に掲げる各老人特定入院料の所定点数か

る。 ら減算する。

イ 入院診療計画未実施減算（入院中１回） イ 入院診療計画未実施減算（入院中１回）

３５０点 ３５０点

ロ 院内感染防止対策未実施減算（１日につ ロ 院内感染防止対策未実施減算（１日につ

き） ５点 き） ５点

ハ 医療安全管理体制未整備減算（１日につ ハ 医療安全管理体制未整備減算（１日につ

き） １０点 き） １０点

ニ 褥瘡対策未実施減算（１日につき） ５点 ニ 褥瘡対策未実施減算（１日につき）５点

（注の追加） （新設） ２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

しているものとして地方社会保険事務局長に

届け出た保険医療機関に入院している患者に

ついて、必要があって褥瘡管理が行われた場

合に、褥瘡患者管理加算として入院中１回に

限り、本節に掲げる各老人特定入院料の所定

点数に２０点を加算する。


